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令和２年度 第３回大牟田市健康福祉推進会議摘録 

 

開催日時：令和２年１１月９日（月）１８:３０～２０：１０ 

会 場：大牟田市役所北別館 第１会議室 

出席委員：村山委員（会長）、堺委員、藤原委員、鴨打委員、西坂委員、森田委員、

大迫委員、阿津坂委員、古賀委員、井田委員、林委員、大場委員、 

梅野委員、三浦委員、猿渡委員、小堺委員、奥薗委員、奥田委員、 

嶋田委員、跡部委員、徳永委員、冨山委員 

欠席委員：松尾委員（副会長）、平山委員、髙巢委員 

事 務 局：健康福祉推進室長 高口、福祉課長 橋本、福祉課障害福祉担当課長 松藤、 

     福祉課総合相談担当課長 松枝 

     福祉課主幹 坂口、福祉課 前原 

     大牟田未来共創センター代表理事 菅原、理事 原口 

     南筑後保健福祉環境事務所健康増進課長 後藤 

概  要：以下のとおり 

 

１．会  議 

（１）大牟田市健康福祉総合計画（素案）について 

  …会議資料「大牟田市健康福祉総合計画（素案）【未定稿】」に基づき、各委員

へ事前に説明を行っており、その際に出された意見と計画素案の概要等につい

て、事務局より説明を行った。１８：５５まで 

 

終了後、下記のとおり意見交換が行われた。 

 

＜意見交換＞ 

 

○委員 

 これまで別分野だった既存計画を統合するにあたり、既存計画で取り組んだ事業等

について、統合後の本計画のどこに引き継がれているのか、検討や見直し、整理は行

ったのか。例えば、ふれあい共室はどこに掲載されているのか。 

 

○事務局 

 既存計画の総括を行い、取り組んできた事業等についても引き継いでいる。なお、

ふれあい共室については素案Ｐ９４に掲載している。 

 

○議長 

 介護保険事業計画や障害福祉計画・障害児福祉計画については法律で３年ごとに見

直すよう決められている。この健康福祉総合計画についても、事業計画期間の３年ご

とに合わせて見直しができるように計画期間を６年となっている。健康福祉総合計画

の６年のうち、前半の３年間が第８期介護保険事業計画に該当するといったような、
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既存計画との関係や計画期間が分かるような一覧表か図を掲載してはどうか。 

 

○事務局 

 検討します。 

 

○議長 

第３章に障害分野、第４章に高齢分野、第５章に健康増進・食育分野と各分野の施

策を、第２章から分野別に切り出して集約してあることを説明しておいた方が分かり

やすいのではないか。 

 

○事務局 

 第３章以降については、それぞれの章の最初の見出しページに簡単にではあるが補

足を記載している。 

 

○議長 

 計画の最初に説明した方が読む人にとっては分かりやすい。検討をお願いしたい。 

 

○事務局 

 検討します。 

 

○委員 

 修正一覧Ｐ９中の第４章高齢分野の「（素案）１７５ページ２行目」に『第７期介

護保険事業計画に引き続き、地域包括ケアシステムの深化・推進を目指します。』と

追記するようになっているが、これは高齢分野だけで目指すということなのか。それ

とも全体で目指すのか。 

 

○事務局 

 地域包括ケアシステムの深化・推進については、高齢分野に限定せず全体で目指す

ものと考えている。既存の高齢者保健福祉計画に掲載していることもあり、素案第４

章 高齢分野のＰ１６４「高齢分野をめぐる現状」には、『大牟田市版 地域包括ケ

アシステム』のイメージ図を掲載し、今後も取組みを進めることから素案Ｐ１７５の

施策の前にリード文を追加している。地域共生社会の構築は、全世代型の地域包括ケ

アシステムという言い方をする場合もある。高齢分野だけで深化・推進を目指すとは

考えていない。 

 

○委員 

素案Ｐ１６４に『大牟田市版 地域包括ケアシステム』のイメージ図に、障害や子

どもなどを位置付けた図も検討して欲しい。大牟田市は、地域包括ケアシステムを高

齢分野の枠組みだけで進めるのではないと理解して良いか。 
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○議長 

 これまで、高齢者の分野で地域包括ケアシステムという言葉が使われてきた。現在

は高齢者だけでなく様々な分野で使われている。地域福祉計画の策定にあたっては、

分野別ではなく全体の考え方を定めるよう国から示されているため、大牟田市では、

この健康福祉総合計画において、分野別の計画を統合しようとしている。第２章まで

では地域包括ケアシステムという言葉は使っていない。しかし、第４章で高齢分野だ

けを切り出した場合には、まだ国等で地域包括ケアシステムという言葉が使われてい

るので、介護保険の事業計画として見た場合、記載した方が良いだろうと考えている

と理解して良いのではないか。 

 

○委員 

 自殺対策に関して、相談を受ける側のフォローが記載されていない。今後、相談窓

口に力をいれていくのであれば、相談を受ける側の対策を考えるべきではないか。 

 

○事務局 

 検討します。 

 

○委員 

 地域では、校区で勉強会などを実施し、これまで高齢分野で進めてきた地域包括ケ

アシステムという言葉や素案Ｐ１６４の「大牟田市版 地域包括ケアシステム」の図

と言葉がやっと浸透し馴染んできたところであるため、高齢分野はこれまでと変わら

ず目指してもらいたい。 

 また、素案Ｐ７（２）国等の動向の最後の段落に「地域生活課題を抱える地域住民

及びその世帯に対する支援体制並びに地域住民等による地域福祉の推進のために必

要な環境を一体的かつ重層的に整備する事業として、重層的支援体制整備事業を行う

ことができる」と記載されているが、この重層的支援体制整備事業についての説明を

お願いしたい。 

 

○議長 

 地域包括ケアシステムについては、この言葉がすぐになくなるものではない。国と

しては全分野を包括的に進めていく。地域包括ケアシステムという言葉が引き続き使

われつつ、一方では全体を包括的にとらえる概念も使われながら、しばらくは同時並

行で地域共生社会を目指していくものと考えられる。 

 重層的支援体制整備事業については事務局から説明をお願いします。 

 

○事務局 

 地域共生社会の実現を目指してこれまで大牟田市では制度の狭間で困っている人

たちを支援するために、分野や垣根を越えて相談を受け付ける「よろず相談員」を配

置している。また、各地域包括支援センターに、地域生活を支える「生活支援コーデ

ィネーター」を配置している。重層的支援体制整備事業については、本年６月に新た
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に示されたもので、これまで大牟田市で取り組んできた「よろず相談員」や「生活支

援コーディネーター」などの制度に引き続き取り組み、断らない相談体制を目指すも

のであったり、生活支援コーディネーターによる地域づくりであったり、それに参加

する参加支援と大きくは３つの方向性が示されている。これまで大牟田市がモデル事

業として取り組んできた事業が制度化されたとも言えるものである。いくつかが重な

った事業ということで「重層的支援体制整備事業」と呼ばれている。素案Ｐ８８に「●

重点取組み 包括的で身近な相談支援体制の整備（重層的支援体制整備事業）」とし

て記載しているのでご参照ください。 

 

○議長 

 本年６月に法が公布されたばかりで、分野を問わない相談支援体制の仕組みを構築

するという言葉や概念は示されているが、詳細についてはまだ示されていない制度で

ある。今後、計画を推進しながら検討を続ける必要がある事業だと考えている。 

 

○委員 

 そうすると、地域包括ケアシステムについては高齢分野で深化・推進を目指すもの

で、障害や子どもを含めた全体のシステムは別に作り上げるということを盛り込むこ

とになるのか。 

 

○議長 

 別に作り上げるものではなく実態としては同じもの。イメージとしては、高齢分野

の地域包括ケアシステムをベースに、障害や子ども、生活困窮者などへ対象を広げて

いこうとしているもので、別のものが２つ出来上がるのではなく中身は同じ仕組みの

ものである。呼び方の問題と言っても良いかもしれない。 

 

○委員 

 素案Ｐ１６４の「大牟田市版 地域包括ケアシステム」の図に、障害や子どもなど

を入れた図にしてもらうと分かりやすい。 

 

○共創センター 

 地域包括ケアシステムについては、地域共生社会に向けてどう変えていくのか厚生

労働省でもテーマとなっているところである。一方で、地域包括ケアシステムは６５

歳以上の人たちが在宅を中心として地域で生活することを支えるものとして発生し

た。地域共生社会とは社会側の在り方がどうあるべきか、社会全体を変えるための分

野を問わない仕組みづくりをしようとしている点が地域包括ケアシステムとは異な

っている。地域包括ケアシステムとしては、住まいを中心として医療、予防、生活支

援、介護を図に示してあるが、地域においてはこれだけに限らない。他にも働くこと

や学び、交通手段などが地域においては必要で、また考えていかなければならない。

そういうことが、地域共生社会として広く問われるようになっている。今回策定する

計画では、社会全体の在り様がまずあって、その中に医療や介護もあり、分野を問わ
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ない相談支援の仕組みとして新たに重層的支援体制整備事業が制度化された。地域包

括ケアシステムとは規模が違う。一番大きなところで地域共生社会、その中に高齢を

中心として進められてきた地域包括ケアシステムも入っているが、この枠組みに囚わ

れない方が良いと思う。相談支援である重層的支援体制については、取組の規模と概

念が異なっているため、今後整理する必要がある。素案Ｐ７「（２）国等の動向」中

の「○地域共生社会の構築（社会福祉法改正）」の厚生労働省の検討会最終とりまと

めにおいて、「福祉の政策領域だけではなく、保健・医療など社会保障領域、さらに、

成年後見制度等の権利擁護、再犯防止・更正施設、自殺対策など対人支援領域全体に

わたる。加えて、一人ひとりの多様な参加の機会の創出や地域社会の持続という観点

に立てば、その射程は地方創生、まちづくり、住宅、地域自治、環境保全、教育など

他の政策領域に広がる」と、福祉の枠組みだけではなく色々な分野と連携していくも

のと大きな視点に広がっているものである。 

 

○委員 

 だとしたら、地域共生社会を上に持ってきて、今説明があったような項目を図に入

れ込んでもらった方が地域住民は分かりやすい。文言では固くて分かりにくい。 

 

○共創センター 

 厚生労働省においても、まだイメージ図などを示していないため、今回それを図に

追加するのは難しいと考えている。 

 

○事務局 

 継続して検討が必要だと認識している。地域共生社会がどういうものであるのか、

一つのイメージとして、計画の表紙と裏表紙にイラストで、多様な人たちが一緒に暮

らす社会を表現している。委員から要望があったイメージ図については、すぐには示

せないと考えている。しかし、今回の計画では、みんなで支え合って、一人ひとりが

『誰もが安心して健やかに暮らしながら、持てる力を生かし、社会的に孤立すること

なく参加できる社会を実現する』と掲げている基本理念が実現できるようにしたいと

考えているので、地域包括ケアシステムよりも広い概念で取り組むことになる。当然

地域包括ケアシステムを含んでいるものと考えている。イメージ図については検討さ

せてもらいたい。 

 

○委員 

 地域で説明する時は図にしてもらった方が良い。地域共生社会についても、障害や

子育てや色々なものを含んだものと説明をしているが、分からない人も多い。もっと

分かりやすくするためには、ぜひ図に盛り込むよう検討をお願いしたい。 

 

○議長 

地域共生社会は広い概念。地域包括ケアシステムはその一部分のようなイメージ。

図に盛り込むことについては、事務局には要望として受け止めてもらいたい。 
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○委員 

素案Ｐ２１「●人口等の推移」の中で「令和７年度の人口を１０５，０００人と想

定し、その実現に取り組んでいます。」とあるが、その下のグラフ「人口の推移と将

来推計」中の令和７年度の推計値は１０４，７００人となっている。３００人増やす

ことの実現を目指しているということか。 

素案Ｐ２９「●がん検診受診率」のグラフについて、目標が５０％ならグラフの目

盛りも５０％まであった方が目標に届いてないことが分かりやすいのではないか。目

標の５０％に届いていないことを強調したいなら、あえて目盛りを５０％にする見せ

方をしても良いのではないか。 

素案Ｐ４２で健康福祉総合計画実態把握調査、健康福祉総合計画策定に係る障害者

の実態調査、介護予防・日常生活圏域ニーズ調査と３つの調査で共通項目を設けてあ

るが、何が比較されているのか分かりづらい。可能なら、対象者を健康福祉総合計画

実態把握調査であれば全体、健康福祉総合計画策定に係る障害者の実態調査であれば

障害者、介護予防・日常生活圏域ニーズ調査であれば高齢者とした方が分かりやすい

のではないか。比較は面白いと思うので、伝わりやすい書き方にしてはどうか。 

 

○事務局 

 素案Ｐ２１の令和７年度の推計値については、国の研究機関等で推計されている将

来人口はもっと少ない人口になると予測されているところを、市の総合計画では人口

減少対策に取り組み、減少を少なくすることにより、１０５，０００人としたいと考

えているもの。分かりやすい文章に変更するよう検討します。 

 素案Ｐ２９のがん検診受診率グラフについては、説明の部分に「目標の５０％を大

きく下回る」と説明したうえで、目盛りをグラフが見やすいように調整する。 

 素案Ｐ４２の対象者については表現方法を検討します。 

 

○委員 

 素案Ｐ４２で比較している調査は３つで、素案Ｐ４９で掲載している調査は健康福

総合計画実態把握調査（抜粋）を掲載してあるが、他の２つの抜粋は掲載していない

のか。 

 

○事務局 

 素案Ｐ１３～１５に実施した調査の概要を掲載している。その中で、共通した質問

項目を設けて実施した３つの調査、健康福祉総合計画実態把握調査、健康福祉総合計

画策定に係る障害者の実態調査、介護予防・日常生活圏域ニーズ調査を素案Ｐ４２に

掲載している。他の調査については第３章障害分野、第４章高齢分野、第５章健康増

進・食育分野の各分野に調査結果を掲載している。 

 

○委員 

 修正一覧で修正後が空欄になっているのは削除と考えて良いか。 
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○事務局 

 修正一覧Ｐ２の２行目などは、上段の項目に統合しているため「削除」といった意

味で空欄にしている。 

 

○委員 

 修正一覧Ｐ６上段、素案Ｐ９５「●これから考えたい取組み、２つ目の・」につい

てはどういった意味か。 

 

○事務局 

 修正一覧Ｐ５の上段「９２ページ●考え方 ２段落目」の中の考え方に記載するよ

う修正するものです。 

 

○委員 

 表現については、意思決定支援に関して言えば、修正前の方が分かりやすいのでは

ないか。 

 

○事務局 

 検討します。 

 

○委員 

素案Ｐ１１９の主な事業の表中「大牟田市職員採用選考試験等の実施」において、

大牟田市の職員採用試験についてはこれまで身体障害者のみだった。「身体・知的・

精神等の障害のある人の確保に努めます」と人事課が示しているのならとても画期的

なことなので、ここで皆さんにご紹介したい。 

素案Ｐ２０７以降の小学校区別の状況についてはとても面白いと感じた。地域の事

業所などを福祉の視点から見たことがなかった。せっかくなら６５歳以上の高齢化率

も記載するとさらに良いのではないか。 

素案Ｐ２７７の用語解説に「就労継続支援Ｂ型事業所」のみ掲載されているが、Ａ

型事業所もあるので違いが分かるためにもＡ型事業所の解説も追加した方が良い。 

 

○事務局 

 職員採用試験については人事課が示しているものを記載している。また、小学校区

別の状況へは高齢化率を追加します。用語解説についてもＡ型事業所を追加します。 

 

○議長 

 事務局は、これまでの意見全部を反映させることは難しいと思うが、できるだけ検

討していただきたい。 

 

（２）概要版について 
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  …会議資料「大牟田市健康福祉総合計画【概要版】企画案」に基づき、共創セン

ターより説明を行った。１９：５５まで 

 

 終了後、下記のとおり意見交換が行われた。 

 

＜意見交換＞ 

○委員 

 大牟田市の小・中学校ではＳＤＧｓに取り組んでいる。子ども達は、自分達が行っ

ている活動に自信を持っている。その取組みが本計画の施策になっていることで、自

分が市民の一員であるという自覚を持つことができる。この計画が子ども達に分かる

ような子ども達向けの概要版が欲しいと考えている。子ども達向けではなく、企画案

のような概要版でも構わないが、子ども達自身の行動や学びが大牟田市の未来に繋が

っている、市の施策と一致しているということを分かって欲しい。そうすると、持続

可能な大牟田の担い手が育っていくのではないか。この計画が、子ども達のための、

未来のための計画となって欲しい。また、地域の人達も子ども達の学びに協力してく

れている。その地域の人達も子ども達が大牟田市の施策に繋がっている取組みを実施

していることを地域に発信していくことで、活動が繋がっていることが分かってもら

える形になれば良いと思っている。学校からも発信できると考えているので、ぜひ子

ども達にこの計画の素晴らしさや将来性が分かるような概要版にして欲しい。 

 

○共創センター 

 子ども達が福祉教育で取り組んでいることが地域共生社会を目指していることに

繋がっているということが考慮できていなかった。自分の気持ちを大事にする、自分

が大事にされている、応援されているなど大切な部分が伝わるように検討します。 

 

○議長 

 他の地域福祉計画の概要版では見たことがない斬新な発想になっている。計画本編

の導入部分としては良いのではないかと感じているが皆さんの意見はどうか。この方

向で進めて良いか。 

 

○委員 

 大賛成。子どもだけのページを１、２ページ増やしても良いのではないか。 

 

○共創センター 

 ページ数の問題もあって調整できるか分からないが、吹き出しを利用するとかして、

子ども達のうずうずする気持ちを表現するよう検討します。 

 

○事務局 

 本計画は子ども関連の計画を含んでおらず所掌範囲が異なるが、また皆さんの意見

を聞きながら検討します。 
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○委員 

 一番大事なことは子ども達が将来の大牟田を担っていくということ。その子ども達

がこの計画を理解しておかなければ、大人になってこんな計画があったのかと思って

も遅い。ぜひ子ども達に伝わるような形で作成して欲しい。子どもに関する計画が含

まれているとかの問題ではなく将来の担い手に伝えたい。 

 

○議長 

概要版の作成については、皆さんからアドバイスや意見をいただきながら進めてい

ただきたい。 

 

 

（３）パブリックコメントについて 

  …会議資料「健康福祉総合計画（案）についてのパブリックコメント（市民意見

募集）の実施について（案）」に基づき、事務局より説明を行った。２０：１

０まで（意見等なし） 

 

 

２．その他 

  （１）次回以降の会議日程について ２０：０７ 

    …事務局より今後のスケジュールについて事務連絡を行った。 

     今後は12月にパブリックコメントを実施。会議については、１月中旬、３

月下旬に開催予定。 

（以上） 


